
南部児童相談所跡地の有効活用
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対象物件の情報

所 在：川崎市川崎区藤崎１丁目６－３、４、１４

（住居表示：川崎区藤崎１丁目６番８号）

地 目：宅地

地 積：９２０．４７㎡

用 途 地 域 ：第二種住居地域（建ぺい率６０％、容積率２００％）

交 通 機 関 ：京浜急行大師線 鈴木町駅下車 徒歩８分

給水設備等：上下水道 有、ガス 有、電気 有

※地中に浄化槽5.3ｍ×2.2ｍ×3.0ｍ以上及び

杭75本をＧＬ-2ｍ以下残置
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昭和４３年 神奈川県が「川崎市児童相談所」として建物を建築

昭和４７年 戦災復興土地区画整理事業の換地処分として土地・建物を譲与取得

以降、約４０年間「南部児童相談所」として機能

平成２３年 幸区鹿島田に「こども家庭センター」を新築したため閉所

平成２５年 川崎高等学校・附属中学校新築工事のため工事用現場事務所として

約１年間、土地・建物を民間企業へ無償貸付

令和 ２年 南部児童相談所 解体完了

同年 藤崎保育園仮設園舎として約２年間利用

令和 ４年 仮設園舎解体後更地返還（アスファルト舗装済み）
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対象物件の経緯
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南部児童相談所跡地の有効活用

参照:ガイドマップ川崎

対象地

所在地図

価格時点　令和4年1月1日
公示地（川崎-17）

295,000円/㎡
価格時点　令和4年1月1日

公示地（川崎-17）

295,000円/㎡

〇京急大師線
『鈴木町』駅
徒歩約８分（600m）
〇川崎市営・臨港バス
『中島二丁目』バス停
徒歩約２分

最寄駅

（新設）藤崎保育園

：近隣駐車場

↑至『鈴木町駅』

←中島二丁目（バス停）

4



南部児童相談所跡地の有効活用

参照:ガイドマップ川崎

対象地

現在の様子

※令和４年10月に園舎
を取壊し、更地をアス
ファルト舗装した現在
の様子です。

担当者メモ
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<公図> <測量図>
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南部児童相談所跡地の有効活用

存置物の状況
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参照:ガイドマップ川崎
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都市計画情報 （ 用途地域等 ）

二
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制限等 対象地

市街化区域および市
街化調整区域

市街化区域

用途地域
容積率(％)
建ぺい率(％)

第二種住居地域
２００
６０

高度地区
最高高さ
北側制限

第３種高度地区
２０m
１０m＋1.25／1

防火・準防火地域 準防火地域

地区計画 該当なし

土地区画整理事業区
域

工区

復興土地区画整理
事業事業完了
（都市計画事業）
第二工区

日影規制 ５ｈ ３ｈ ４ｍ

建築協定 該当なし

建築基準法第22条に
よる区域(防火地域及
び準防火地域を除く)

川崎市全域

首都圏整備法による
既成市街地

既成市街地

景観計画区域
川崎市全域(平野部
ゾーン)



参照:ガイドマップ川崎
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道路認定路線
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参照:ガイドマップ川崎

川崎市建築基準法道路種別
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【建てることができるもの】

例）戸建・マンション、店舗・事務所、店舗・事務所兼住宅（一定規模以下）、

老人ホーム・身体障害者福祉ホーム、保育所、公衆浴場、診療所 等…

※第二種住居地域は住宅地域だが、危険や環境悪化のおそれが少ない場合は

工場も建てることが可能

（作業場は50㎡まで、自動車修理工場なら150㎡まで可能。）

【建てることができないもの】

例）映画館、劇場などの大勢の人が集まる施設、風俗営業を営む施設、

住環境を悪化させるおそれのある規模の工場
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用途地域について（第二種住居地域）



○本市台帳価格から算出した

不動産評価額

約２億５，７００万円

（約２８万円／㎡）

○本市算定基準に基づく

貸付料

月額 約 ４１万円（税別）

年額 約５００万円（税別）

南部児童相談所跡地の有効活用

○本市庁内各部署：利活用の希望なし

○地元町内会・自治会及び市民活動団体等：

町内会館等は充足しており、また、本件土地は大き過ぎて購入は困難

地域利活用の要望は出ていない（一部ごみ集積所として利用希望あり）

○駐車場貸付事業者：継続的に駐車場貸付事業を行うのは効果的ではない
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不動産評価額 貸付料

本市の利活用、地域の利活用等



〇土地の持つポテンシャル等から、市場性の有無や
どのような活用が見込めるか

〇条件付き売却や民間事業者で効果的な貸付手法等
の有効活用の御提案があればお願いしたい
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御意見・御提案をお聴きしたい事項

収益性の高い事業を行うことで財政的貢献が見込める提案

もしくは

地域の活性化に資する取組みを含む提案 等々…

※現在、市では利活用の予定がなく、有効活用が困難であった場合は
単純売却の検討も進めている
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内容
令和
4年度

令和
5年度

令和
6年度

令和
７年度

利活用の方向性整理

条件付き売却や効果的な貸付等により
有効活用を開始する場合

※御提案の内容によって実施の時期が変わる場合があります。
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スケジュール


